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原則、裁判の6週間前まで
選任手続期日のお知らせ（呼出状）や質問票をお送りします

　くじで選ばれた裁判員候補者には、選任手続期日のお知らせ（呼出状）や質問票をお送りします。
　質問票では、裁判員になることができない事由の有無、裁判員となることを辞退する申し立ての有
無・理由などを尋ねます。質問票の記載から、明らかに裁判員になることができない方や辞退が認め
られる方は、裁判所へ行く必要はありません。

裁判の当日
６人の裁判員を選任
　最終的には、事件ごとに裁判
員６人が選ばれます。（必要な
場合は補充裁判員も選任）
　通常であれば午前中に選任手
続きを終了し、午後から審理が
始まります。

平成20年10月下旬～11月上旬
裁判員候補者名簿を作ります
　地方裁判所ごとに、管内市町村の選
挙管理委員会がくじで選んで作成した
名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名
簿を作成します。

平成20年11月下旬～12月上旬
調査票とともに名簿記載通知書をお送りします
　裁判員候補者名簿に載った方には、名簿記載通知
書をお送りします。
　また、裁判員になることができない職業に就いて
いるかどうか（就職禁止事由に当たるかどうか）や客
観的な辞退事由に該当しているかどうかなどを尋ね
る調査票を送付します。調査票を返送してもらい、
明らかに裁判員になることができない方や、１年を
通じて辞退事由が認められる方は、裁判所に呼ばれ
ません。

事件ごとに名簿の中から、
くじで候補者を選びます

　事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじ
で裁判員候補者を選びます。
　裁判の日数が３日以内の事件（裁判員裁判対
象事件の約７割）では、６人の裁判員に加え、
補充裁判員を２人選任するとして、１事件当た
り50人程度の裁判員候補者を選ぶ予定です。

裁判の当日　選任手続期日
　裁判員候補者は、選任手続きの当日、裁判
所へ行くことになります。
　裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をす
るおそれの有無、辞退希望の有無・理由など
について質問をします。候補者のプライバ
シーを保護するため、この手続きは非公開と
なっています。

裁判員制度スタート 平成21年5月21日
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そ
こ
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1
．
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事

務
所
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。
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．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

や
Ａ
Ｔ
Ｍ
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①
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人
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た
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、０
０
０
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受
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③
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収
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収
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。
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ら
れ
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し
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た
め
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図
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「ｅ-ＴＡＸ」
イータックスなら
こんなことが
大変便利！

今月の「市長室開放デー」は
11月15日 “土曜日”　午後１時～5時に開催します
ところ　市長室
　「市長室開放デー」では、市長室見学や市長との懇談
ができます。
　市長室の扉を開いて、市民の皆さんをお待ちしていま
すので、お気軽にお出でください。

問　広報広聴課（内線 398）
※都合により、開催日などが変更となる場合があります。
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期間中の主な行事

租税教室実践発表会（石巻地区）
11月11日㈫　午後１時30分～と　き

石巻文化センター
２階第4研修室

ところ

納税表彰式
11月13日㈭　午後2時～と　き

石巻グランドホテルところ

11月28日㈮ 11月27日㈭ 11月18日㈫ と　

き

と
こ
ろ

主
催
者

午後2時～4時（受付：午後1時30分～）

河北総合支所
３階大会議室

石巻ルネッサンス館
１階マルチ交流ホール

石巻文化センター
１階ホール

石巻税務署㈳石巻法人会
石巻税務署

㈳石巻法人会
石巻税務署

▲ 市民課窓口延長の様子


